
政
令
第

号

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
大
気
汚

染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
十
一
項
、
第
十
八
条
の
十
七
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第

三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
三
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
吹
付
け
石
綿
そ
の
他
の
石
綿
を
含
有
す
る
」
に
改
め
、
各
号
を
削
る
。

第
三
条
の
五
中
「
第
二
条
第
十
三
項
」
を
「
第
二
条
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
二
条
第
十
六
項
」
を
「
第
二
条
第
十
七
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
第
十
八
条
の
三
十
一
第
三
項
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
六
第
三
項
」
に
、
「
第
二
条
第
十
三
項
」
を
「
第
二
条

第
十
四
項
」
に
、
「
第
十
二
条
第
十
項
」
を
「
第
十
二
条
第
九
項
」
に
、
「
第
十
八
条
の
二
十
二
」
を
「
第
十
八
条
の
二
十
七

」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
中
「
第
十
八
条
の
三
十
二
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
七
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
の
三
と
し
、
第
十
条
の
次



に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
粉
じ
ん
を
多
量
に
発
生
す
る
等
の
原
因
と
な
る
特
定
建
築
材
料
）

第
十
条
の
二

法
第
十
八
条
の
十
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
建
築
材
料
は
、
吹
付
け
石
綿
並
び
に
石
綿
を
含
有
す
る
断

熱
材
、
保
温
材
及
び
耐
火
被
覆
材
と
す
る
。

第
十
二
条
第
七
項
中
「
第
十
八
条
の
十
五
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
同
条
第
三
項
の
環
境
省
令
で

定
め
る
事
項
及
び
法
第
十
八
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
」
を
「
第
十
八
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
、

特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
方
法
等
（
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

び
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
結
果
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
受
注
者
に
対
し
法
第
十
八
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
調
査
」
を
「
元
請
業
者
に
対
し
法
第
十
八
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
、
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
方
法
等
及

び
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
結
果
」
に
、
「
法
第
十
八
条
の
十
五
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
同
条

第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
及
び
法
第
十
八
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
」
を
「
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
調
査
、
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
方
法
等
及
び
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
結
果
に
つ
い
て
、
下
請
負
人
に
対
し
特
定
粉

じ
ん
排
出
等
作
業
の
方
法
等
及
び
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
結
果
（
当
該
解
体
等
工
事
に
お
け
る
施
工
の
分
担
関
係
に
応
じ



た
範
囲
に
限
る
。
）
」
に
、
「
若
し
く
は
解
体
等
工
事
の
現
場
」
を
「
、
解
体
等
工
事
の
現
場
若
し
く
は
解
体
等
工
事
の
元
請

業
者
、
自
主
施
工
者
若
し
く
は
下
請
負
人
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
」
に
、
「
及
び
関
係
帳
簿
書
類
」
を
「
、
関

係
帳
簿
書
類
並
び
に
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
に
使
用
さ
れ
る
機
械
器
具
及
び
資
材
（
特
定
粉
じ
ん
の
排
出
又
は
飛
散
を
抑
制

す
る
た
め
の
も
の
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
第
十
八
条
の
二
十
三
第
二
項
」
を
「
第

十
八
条
の
二
十
八
第
二
項
」
に
、
「
第
十
八
条
の
二
十
九
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
四
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
す

る
。第

十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
八
条
の
三
十
一
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
六
第
二
項
」
に
、
「
第
十
八
条
の
十

五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
八
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
並
び
に
第
十
八
条
の
二
十
五
第
一
項
」

を
「
第
十
八
条
の
十
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
八
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第
十
八
条
の
二
十
九
第
一
項
並
び
に
第
十
八
条

の
三
十
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
八
条
の
十
六
、
第
十
八
条
の
十
九
、
第
十
八
条
の
二
十
六
並
び
に
第
十
八

条
の
二
十
九
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
の
十
八
、
第
十
八
条
の
二
十
一
、
第
十
八
条
の
三
十
一
並
び
に
第
十
八
条
の
三
十
四
第

二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
十
八
条
の
三
十
一
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四

号
中
「
第
十
八
条
の
二
十
九
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
五



号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

法
第
十
八
条
の
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
に
関
す
る
事
務

別
表
第
四
の
二
中
「
第
十
条
の
二
」
を
「
第
十
条
の
三
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年

四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
同
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
五
号
か
ら

第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
第
三
条
の
三
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て

十
四
日
を
経
過
す
る
日
以
後
に
着
手
す
る
解
体
等
工
事
（
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
大
気
汚
染
防
止
法
第
十
八
条
の
十
五
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
に
係
る
解
体
等
工
事
で
あ
っ
て
、
同
日
前
に
着



手
し
て
い
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
届
出
が
さ
れ
た
未
着
手
の
工
事
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
着
手
し
た
解
体
等
工
事
（
届
出
が
さ
れ
た
未
着
手
の
工
事
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。



理

由

大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
特
定
建
築
材
料
の
う
ち
特
定
粉
じ
ん
を
多
量
に
発
生
す
る
等

の
原
因
と
な
る
も
の
を
定
め
る
と
と
も
に
、
解
体
等
工
事
の
発
注
者
、
元
請
業
者
、
自
主
施
工
者
又
は
下
請
負
人
に
係
る
報
告

及
び
検
査
に
つ
い
て
所
要
の
事
項
を
定
め
る
等
の
ほ
か
、
特
定
建
築
材
料
の
範
囲
を
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


